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（訂正）「譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ」の一部訂正について 

 

2026 年５月 15日に公表いたしました「譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知ら

せ」の記載内容に一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所には、下線を付して表示しております。 

 

記 

１. 訂正箇所 

 １. 本制度の改定の目的および条件等 

（２）本制度改定の概要 

 

２．訂正内容 

【訂正前】 

   また、対象取締役に割り当てる譲渡制限付株式の譲渡制限期間を、「割当てを受けた

日から、３年間から５年間までの間で当社の取締役会が定める期間」から「割当てを受

けた日から、当社の取締役（社外取締役を除く。）および執行役員のいずれの地位から

も退任もしくは退職するまでの日、または、当該割当てを受けた日が属する当社の事業

年度に係る有価証券報告書（当該割当てを受けた日が事業年度開始後６か月以内の日

である場合は当該事業年度に係る半期報告書）が提出されるまでの日のいずれか遅い

日までの期間」に改定いたします。 

 

【訂正後】 

また、対象取締役に割り当てる譲渡制限付株式の譲渡制限期間を、「割当てを受けた

日から、３年間から５年間までの間で当社の取締役会が定める期間」から「割当てを受

けた日から、当社の取締役（社外取締役を除く。）および執行役員のいずれの地位から

も退任もしくは退職する日、または、当該割当てを受けた日が属する当社の事業年度に

係る有価証券報告書（当該割当てを受けた日が事業年度開始後６か月以内の日である

場合は当該事業年度に係る半期報告書）が提出される日のいずれか遅い日までの期間」

に改定いたします。 

以 上 


